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確定判決と減額決定との関係
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1　序

　夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる

費用を分担する（民法 760 条）。当事者間の協議で分担額が定まらないと

きには家事審判または調停で定められることになる（家審 9条 1項乙類 3

号）。

　夫婦が別居している場合、婚姻費用分担についての合意がなされること

が多い。しかし、それが任意に履行されないときには、権利者は合意に基

づく支払い請求訴訟を起こさねばならない。他方で、婚姻費用の分担額を

定めた時の事情が変更した場合、明文の規定はないことから、家事審判に

よって分担額の変更が可能であるか否かが問題となる。

　そこで、以下のような点が問題として考えられる。家事審判によって変

更できるとした場合、婚姻費用分担についての合意に基づき支払いを命じ
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る確定判決があるときは、分担額変更の審判（決定）によって確定判決の

内容を変更することができるか否か。できるとした場合、分担額変更事由

である事情の変更が、確定判決の基準時以降に発生したものでなければな

らないのか、基準時以前に発生していた場合にも変更が許されるのか。さ

らに、確定判決に基づいて強制執行がなされた場合に、分担額変更の審判

によって強制執行を排除できるのは、審判後になされた執行に限るのか、

それ以前の執行にも遡ることができるか。　　

　本稿は、支払いを命じる確定判決の既判力と審判による金額の変更の可

否について、以上の点から検討するものである。

2　婚姻費用とその分担額決定

　（1）　婚姻費用とは、夫婦と未成熟子によって構成される婚姻家族がそ

の資産、収入、社会的地位などに応じた通常の社会生活を維持するのに必

要な費用であり、未成熟子の養育費を含む1）。収入とは、資産から生ずる

収益・果実、給料その他の労働の対価、年金等をいう2）。この場合通常の

社会生活の程度とは、夫婦がともに同程度の生活を維持するものでなけれ

ばならない（生活保持義務）とするのを基本とする（通説）。

　婚姻費用の分担は、当事者間の協議または審判によって決定され（民法

880 条参照）、この審判は裁判の形式でいうと決定である。婚姻費用の分

担に関する処分は、乙類審判事項である（家審法 9条 1項乙類 3号）が、

家庭裁判所は、婚姻費用の分担割合の定めに付随して、金銭の支払いを命

ずることができる（家審規 51 条、49 条）。

　裁判例及び学説は、婚姻費用分担額決定にあたっては、「一切の事情」

として、婚姻関係の破綻の程度や別居についての責任も考慮している。義

務者である夫の不貞行為により別居に至った場合、その者の責任を軽減す

ることは公平に反するから、義務者は従前と同様の生活保持義務を負うも
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のと解されている（通説）。双方に責任がある場合、義務者は婚姻費用分

担義務を免れることはできないが、裁判例は、双方の責任の程度及び生活

状況に照らし、減額の余地を認めている3）。しかし、離婚原因の存否の判

断とは異なり、当面の婚姻費用分担額の算定のために考慮するのであるか

ら、当事者が明確に主張・立証しない限り責任割合は同等と推定して、双

方の経済事情を中心に判断することも許されよう4）。

　（2）　ところで、最高裁は、婚姻費用分担に関する争いにつき、分担請

求権自体の存否については訴訟事項であり、その分担額を具体的に形成決

定するのが家事審判事項であると判断した5）。

　婚姻費用分担審判の性質が非訟事件であることはほぼ争いがないが、上

記最高裁の判断に対しては、以下の点から批判がなされている。その 1は、

具体的に形成される婚姻費用分担請求権とは別に、その前提ともいうべき

基本権たる請求権を想定していることが不自然であるとするものであり、

実務においては前提とされる権利と、その具体的形成が一体のものとして

把握され、審理され判断されているし、それが望ましいというものであ

る6）。また、確認の利益の存否の点からも検討が必要だといわれている7）。

その 2は、最高裁の判断では、基本的な権利に関する争いは民事訴訟で審

理されるが、審判と異なる判断がなされると審判はその限度で失効すると

されることにつき、前提とされる権利と、その具体的形成が一体のものと

して把握されていること及び当事者の紛争解決への努力ということからす

ると、非訟事件手続において前提とされる権利の存否が判断された場合に

は、もはや訴訟を提起することはできず、1回で解決することとすべきで

あるというものである。

　（3）　夫婦の一方の収入に著しい増減が生じるなどして婚姻費用の分担

額を定めたときの前提ないし基準とされたものが変更した場合、裁判例及

び学説は、民法 880 条の類推適用8）または準用9）により、変更審判が可能

であるとしている10）。そして、一般的に、義務者側の収入・資力の増減、
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要扶養者側の扶養の必要の増減、物価変動等による生活費の高騰、当事者

双方の健康状態の変動等が生じれば、事情の変動があったものとして、分

担額の変更が可能であると解されている11）。

　婚姻費用分担額の査定において、多額の負債が存在しても婚姻費用の分

担を拒むことはできず12）、負債の内容が事業運営や婚姻生活維持のための

負債などのように、婚姻費用に優先して支払をすべきものである場合に限

り考慮されるにすぎないとされている13）が、夫に妻以外の女性との間に未

成熟子がいる場合、当該未成熟子の養育費は考慮される14）。そこで、これ

らの事情の発生が事情変更事由として主張される可能性がある。

　（4）　では、婚姻費用分担額を変更する場合、変更の始期を過去の時点

まで遡ることができるであろうか。

　民法上、婚姻費用分担・変更の始期に関し、いずれも具体的な規定はな

いが、まず始期について、婚姻費用分担は扶養の一種と考えられることか

ら、扶養についての学説を参考にして分類すると、分担額の決定に関する

協議・審判の性質に関しては、①婚姻費用分担義務は、一方が要扶養状態

にあり、他方が分担可能な状態にあれば発生し、婚姻費用分担の審判は、

客観的に定められている婚姻費用分担の権利義務の内容を確認する手続で

あるとする実体的請求権説では、㋐過去の婚姻費用も分担の要件が整った

ときから当然に認めるとする立場15）と、㋑一時に請求されると義務者に酷

であるため、請求されたとき以降の分担を認める立場16）とがあり、請求時

説が通説とされている。次に、②協議または審判による形成処分によって

婚姻費用分担の具体的な権利義務の内容が定まるとする形成説では、㋐具

体的な婚姻費用分担の権利義務は当事者の協議・審判によって初めて発生

するから、過去の婚姻費用の分担は認めないという見解（権利形成説）と、

㋑具体的な婚姻費用分担の権利義務は、一方が要扶養状態にあり、他方が

分担可能な状態にあれば発生するが、その内容は未確定であり、当事者の

協議・審判によって内容が確定するという見解（内容形成説）に分かれ、
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後者のうち、形成処分を遡及して認めるとする立場では、その始期につい

ては審判官の裁量に委ねられているとする17）。

　他方、大審院の判例18）は、審判前の扶養料請求の始期を請求時説とする。

最高裁の判例19）は、審判前の扶養料の請求を認めつつ、その始期は明らか

ではない。裁判例では、審判前の扶養料の請求を認め、事情変更時とする

もの20）も、請求時とするものもあるが、後者は、具体的には、①裁判外の

請求時21）、②調停・審判の申立て時22）、③調停・審判の第 1回期日23）など

さまざまである。

　義務者の不測の事態を考慮すると、請求されたとき以降の分担を認める

請求時説の立場をとり、さらにその請求が客観的に明らかな調停・審判の

申立て時からとするのが相当である。

　変更についても、同様に考えることができ、審判で変更すべきであると

判断した前提事情が発生した後で、請求が客観的に明らかな調停・審判の

申立て時とすべきである。

3　 審判によって既判力ある確定判決の給付の内容を変
更できるか

　（1）　婚姻費用分担額の変更については，扶養についての負担額の変更

を定めた民法 880 条が類推適用されるが，同条によれば，協議または審判

に対して変更または取消の審判をすることができるとされており、判決は

変更または取消の対象になっていない。他方、協議内容の履行請求を認容

した確定判決には既判力が生じ、再審の訴えでなければ変更することがで

きない。そこで，婚姻費用分担義務を終局的に確定させた既判力のある確

定判決に対しては，その後の家庭裁判所の審判（決定）により負担額の変

更をすることができないのかが問題となる。

　婚姻費用の分担額が当事者間の協議によって決定されたときは，権利者
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は，通常訴訟によって，義務者に対し当該合意の履行を求めることができ

る。この場合，協議内容の履行を求める通常訴訟においては，協議による

分担義務の存否が審理の対象となり，協議で定められた分担額を探索して

確定するのであって、分担額の相当性については審理の対象となっていな

い。他方で、時の経過によって分担額を定めた前提事情が変更し，当初協

議・決定された分担額が不相当となった場合には、協議が調わないときは，

家庭裁判所は，婚姻費用の分担の変更を認める規定は存しないものの，契

約一般に適用される事情変更の原則の類推ないし民法 880 条の類推により，

後見的立場から合目的見地に立って，裁量権を行使して，変更審判をする

ことができるものと解される24）。これは，確定判決で認定された分担義務

の存在を前提としているから確定判決自体を変更するのではなく、従前合

意された分担額に対する変更手続だからであり、確定判決を命令によって

変更するということにはならない。しかし、実質的に見れば、分担義務の

存在を前提としている限り、義務の内容に変更が加えられたのと同じ効果

が生じることになる。

　審判による変更手続は、従前の合意に基づく履行請求訴訟が係属してい

ても同様に起こすことができる。その場合には、仮に分担義務があるとし

たら、ということで額の変更を求めるものである。場合によっては、審判

で分担額が増・減額された後に、訴訟において合意が否定されることもあ

りうるが、金額の相当性は家事審判事項であって、訴訟において審理する

ことができないのであるからやむをえないといわざるをえない。しかし、

これは前記のとおり当事者の審判における努力を捨象するものであるから、

訴訟と審判手続が同時並行している場合に限り両者の併存を認めるべきで

あり、審判手続が終了した後に訴訟を提起することを認めるべきではない。

　（2）　この点に関し、民訴法 117 条 1 項は、口頭弁論終結前に生じた損

害につき定期金による賠償を命じることができ、この確定判決に対し、口

頭弁論終結後に、損害額算定の基礎となった事情に著しい変更が生じた場
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合には、訴えを提起することによってその判決の変更を求めることができ

るとする規定が参考になる。定期金による賠償を命じた確定判決とは、定

期金賠償請求に対し、請求権の存否を確定した上で、損害を金銭によって

評価して内容を決定したものであり、既判力によって確定されているもの

である。この場合、損害が将来にわたって発生するときは判決で評価され

た損害と現実の損害との間に齟齬が生じる可能性があり、これを合致させ

るためには、損害額算定を修正するのに必要な範囲において例外的に確定

判決による既判力の拘束を解除して、損害の評価をやり直すというもので

ある。

　このうち地代等については借地借家法 11 条に地代等増減請求権が特別

に規定されているのでこれに則ることになり、扶養料については民法 880

条の特別の変更手続によることとされている。したがって、880 条の手続

によって、口頭弁論終結後に生じた事情変更をもとに確定判決の内容を実

質的に変更することができるといえるのである。

4　基準時以前に生じた事情変更事由

　それでは、確定判決の基準時以前に生じ裁判中に主張しえた事情をもと

に協議・審判の事情変更事由とし、確定判決を実質的に変更することは可

能か。確定判決の既判力によって遮断されることにならないか。

　確定判決見直しの原因となった事情が本件確定判決の基準時である事実

審の口頭弁論終結日以前に発生していたとしても，減・増額請求は，当初

の婚姻費用分担の合意自体に内在する瑕疵に基づく権利ではなく，当初の

合意とは全く別個の制度目的及び原因に基づいて発生する権利であって，

これを行使するか否かは任意であるうえ，前記のとおり、確定判決にかか

る裁判においては，婚姻費用の分担義務の有無が争点であり，分担額の多

寡は審理されていないことからすると，分担額減額に関する主張は本件確
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定判決の既判力によって遮断されない。また，減額請求権を行使した結果，

諸般の状況を考慮して婚姻費用の具体的分担額が決定されるものであるか

ら，これには基準時という時的限界もないといわざるをえない。

　かえって、同訴訟は婚姻費用分担義務の存否に関するものであるから，

通常訴訟において，重大な事情が発生したことにより協議による婚姻費用

分担額が相当でなくなったとしてその変更を求める主張をすることは，婚

姻費用の分担額の決定は家庭裁判所の専権事項であり，通常訴訟の判決手

続によるべきではないとする確定判例25）に反することになるから，確定判

決の裁判中に主張しえた事情であるということはできない。

　また、確定判決は，基準時である事実審の口頭弁論終結後の事情変更に

よって強制執行の異議事由とすることができるとされている（民事執行法

35 条 2 項）から，確定判決であっても，口頭弁論終結後の事情によって

判決内容が実質的に変更されることは予定されているものといえる。その

場合には，債務者は，確定判決に基づく強制執行を許さない旨の請求異議

を申し立てることができる。そして，同法 40 条 1 項は，同法 39 条 1 項 1

号から 6号までの文書が提出されれば，すでにした執行処分を取り消さな

ければならない旨規定しているところ，同条 1項 1号には強制執行を許さ

ない旨を記載した執行力のある裁判の正本が掲げられており，これは請求

異議の訴えの裁判の正本を意味する。したがって，本件請求異議訴訟の判

決が確定すれば，すでになされた執行処分も遡って取り消されることにな

るのである。

　したがって、事実審の口頭弁論終結後に減額変更の審判がなされ、減額

請求の意思表示が表明されたと合理的に判断される基準時以降の分担額の

変更をしたものである場合には，その審理において判断された一切の事情

中に基準時前の事情が含まれていたとしても、確定判決の既判力に触れる

ところはなく，決定に従い確定判決は実質的に変更されたのである。
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5　執行力を排除できる範囲

　審判によって既判力のある確定判決の内容を実質的に変更することがで

きるから，原告は，請求異議の判決を得ることにより基準時以降に変更事

由が生じたものとして、減額変更された分担額との差額について確定判決

の執行力を排除することができる26）。この場合、将来にわたって排除でき

るにすぎないか、過去の時点まで遡及して排除できるかについては、事情

変更による分担額変更の遡及の問題と同じである。

　したがって、請求の時点を基準時として減額決定された内容に従い確定

判決は変更されたことにより，確定判決の異議事由となって、確定判決に

基づく執行は，減額決定による新たな分担額を超える部分について許され

ないこととなる。

6　おわりに

　協議や審判で定められた婚姻費用分担額が、時の経過により不適当とな

ったとしてその変更を請求する審判手続が提起された場合、とりわけ減額

を請求される側の当事者は納得がいかないこともあろう。当事者は、自己

の権利を主張してこれを実現する手段を試みることになる。

　本稿において、当初の協議・審判に基づき婚姻費用分担額の履行を請求

する訴訟と、減額審判の申立てが交錯した場合に、判決と審判との関係に

つき整理して考察してみた。実例は多くないかもしれないが、実務での判

断の積み重ねを期待するものである。
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